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操縦室扉の強化について(通知)

航空機の操縦室扉の強化については、これを２００３年１１月までに実施する

ことを求めるＩＣＡＯ標準が既に採択されているところであるが、今般の主要国

（ ） 「 」首脳会議 カナナスキス・サミット において 交通保安に関するＧ８協調行動

が採択され、その中で「Ｇ８諸国の全ての旅客用航空機の操縦室扉の強化に関す

る標準の履行を早め、可能な限り２００３年４月までに実施する」ことが合意さ

れたところである。

操縦室扉の強化は、昨年の同時多発テロ事件と同様の悲劇を２度と起こさない

ための重要な対策の１つであり、テロ撲滅には国際的な協力体制が欠かせないこ

とから、貴社においては、本協調行動の趣旨を踏まえ、同操縦室扉の強化を早期

に可能な限り２００３年４月までに実施するよう、最大限努力されたい。


